
那須塩原市子ども・子育て未来プラン　平成２７年度実施状況 　 評価基準
　

基本方針１　子どもを地域で支える意識づくり

（１）教育・保育サービスの充実

1 通常保育事業

本市には、保育園が公立１２か所、私立１０か所の計
２２か所設置されています。保育サービスについて
は、子どもの幸せを第一に考えるとともに、利用者の
生活実態及び意向を十分に踏まえてサービスの体制を
整備しています。

・保育サービスの充実のため第三者評価
受審の推進

通常保育実施箇所
保育園２２箇所、認定こども園５箇所、小規模
保育事業等８箇所
利用者数　２，６３５人

Ａ

平成２７年度第三者評価受審園
　公立保育園３園（三島、さきたま、永田）
　私立保育園３園（東、ひまわり、塩原）

引き続き第三者評価受審を推進し、保育サービ
スの充実を図る

保育課

2 延長保育事業【地域子ども・子育
て支援事業】

保護者の就業などの理由で、通常の保育時間を超えて
保育する事業です。

・通常の保育利用時間以外においても保
育サービスを実施

延長保育実施箇所
保育園１３園、認定こども園４園、小規模保育
事業所３箇所計２０園
利用延べ人数　２５，６９２人

Ａ

多様な保育ニーズへの対応 今後も継続して実施

保育課

3 休日保育事業

保護者の就労等で休日における保育が困難な児童の保
育を行います。

・休日保育の実施 実施箇所数　２箇所
利用人数（延べ）４５２人

Ａ

多様な保育ニーズへの対応 利用人数等によりニーズの動向を把握し、状況
によっては実施箇所の増設について検討をす
る。

保育課

4 夜間保育事業

保護者の就労等の関係で、夜間（おおよそ午後１０時
まで）に保育が必要な場合に保育を行う事業です。現
在、実施している施設はありません。

・未実施 未実施

Ｄ －

ニーズの動向を見極め、他の事業との連携を検
討する。 保育課

5 乳児保育事業

現在、本市で乳児保育事業を実施している保育園は２
２か所あり、利用している０歳児は８３人で、０歳児
全体の３．８％です。

・乳児保育事業実施 実施箇所数　保育園２２箇所、認定こども園３
箇所、小規模保育事業所８園　合計３３箇所

Ａ

家庭の事情等により、０歳児から保育サービス
を利用する世帯が増加しているため、０歳児ク
ラスからの保育を実施している。

継続実施。申込み数が増加しており、入園待ち
児童数が増加している。

保育課

6 障害児保育事業

身体障害や発達の遅れがある児童については、子育て
相談センター、保健センターなどと連携し、保護者の
理解を得て保育士の加配により対応し、すべての認可
保育園で実施しています。

・発達に課題を抱える児童に対し、その
支援を行う保育士を加配する。

実施箇所数　保育園２２箇所、認定こども園５
箇所、小規模保育事業所８箇所（全施設）

Ａ

発達に応じた保育を実施し、各々の子どもの成
長をサポートしている。

Ｈ２８稼働の発達支援システムとの連携

保育課

7
病児・病後児保育事業【地域子ど
も・子育て支援事業】

病児・病後児について、病院・保育所等に付設された
専用スペース等において、看護師等が一時的に保育を
実施する事業です。

・病後児保育の実施 実施箇所数　２箇所
利用実人数　１３人 Ａ

多様な保育ニーズへの対応 継続実施

保育課

8 待機児童解消事業

現在、本市には１００人以上の待機児（入園待ち児
童）がいます。民間活力の導入による待機児童解消に
向けた施設整備を図っています。

・私立幼稚園の認定こども園への移行促
進
・既存保育園の整備（定員増）
・認可外保育施設の小規模保育事業への
移行促進

保育園等利用定員
２，６４３人
（H28.4.1現在）

Ａ

保育園整備計画に掲げた各施策を具体的に推進
したことにより、計画の目標値である保育定員
概ね５００人増は達成した。

保育園整備計画（後期計画）で掲げた目標値で
ある保育定員概ね５００人増は達成したもの
の、待機児童（入園待ち児童）の解消には至っ
ていないことから、平成２８年３月に計画を改
訂。引き続き事業を推進する。

子育て支援課

9 《新規》利用者支援事業【地域子
ども・子育て支援事業】

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施
設や地域の子育て支援事業等の情報提供及び必要に応
じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調
整等を実施する事業です。

・子育てコンシェルジュの配置（特定型
【※】として実施）

【※】利用者支援事業（特定型）…主と
して市町村窓口において、適切な施設や
事業等を紹介。

２か所に各１名配置
本庁舎：子育て支援課総合支援係
西那須野支所：子ども・子育て総合センター

Ａ

・本庁舎配置のコンシェルジュについては、事
業の目的に沿った内容を実施することができ
た。
・西那須野支所配置のコンシェルジュについて
は、子育てサロン等への出前相談など、柔軟な
対応をとった。

コンシェルジュ事業の周知や、コンシェルジュ
からの積極的な情報発信が課題。

子育て支援課

10 地域子育て支援拠点事業【地域子
ども・子育て支援事業】

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設
し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他
の援助を行う事業です。

・子育てサロンの実施 実施箇所数　保育園５箇所

Ａ

家庭で育児をしている保護者と子どもたちが、
他の親子と交流できる場、保育士等への育児相
談など気軽に行える場として機能している。

継続実施し、子育て世代の交流の場を提供す
る。

保育課

11
ファミリー・サポート・センター
事業【地域子ども・子育て支援事
業】

子育ての手助けをしてほしい人と、子育ての援助がで
きる人との相互援助活動により子育てを支援する事業
で、子どもの健やかな成長を地域で応援していくもの
です。

・サポート会員による子どもの預かり、
送迎
・サポート会員の養成

実施箇所数　１箇所
会員数　３３１人
（内訳）利用会員２１０人、サポート会員８６
人、両方会員３５人

Ａ

会員数は、昨年度より減少したが、安定したサ
ポート活動を実施できた。今後も市民へも周知
を図るとともに、サポート会員を確保し、サ
ポート体制の強化を図る。

利用ニーズは高いはずであるが、利用会員数が
減少している。広報等へ掲載するなどして周知
に力を入れていきたい。 保育課

12 放課後児童健全育成事業【地域子
ども・子育て支援事業】

児童福祉法の規定に基づき、昼間、家庭に保護者のい
ない小学校に就学している児童を対象に、平日の授業
終了後や土曜日などに放課後児童クラブを開設してい
ます。公設２１クラブを開設し、保護者や地域の関係
者で組織する団体に運営を委託しています。
また、近年は民設民営のクラブも増加していますが、
保育の質の確保と保護者負担の増加を配慮して補助金
を交付しています。

・児童クラブの運営、支援
・児童クラブの整備

実施箇所数　３７箇所（１箇所休止）
利用者数　１,５０７人

Ａ

児童クラブの運営については、公設民営児童ク
ラブ２１か所、民設民営児童クラブ１１か所に
対して運営支援を行った。児童クラブの整備事
業としては、共英小学校放課後児童クラブを整
備した。南小学校放課後児童クラブは、平成２
７年度から２８年度にかけて整備する。

児童クラブ利用ニーズは年々高まっているが、
施設整備が追いつかず、小学校６年生まで受入
れできないクラブがある。平成２６年度に策定
した整備計画に基づき、公設児童クラブの整備
を行う。（平成３１年までに１３施設整備） 保育課

13 《新規》放課後子供教室推進事業

放課後子ども総合プランに基づき、放課後児童クラブ
と連携を図りながら、放課後児童対策の充実を図る事
業です。次代を担う人材の育成のため、地域社会の中
で、放課後や週末等にすべての児童が多様な体験・活
動を行うことができる環境を整備するものです。

・未実施 先進地（鹿沼市）視察

Ｄ

先進地である鹿沼市を視察したことから、現状
と課題がみえ、当市で実施する際の参考となっ
た。

行動計画策定の検討。

生涯学習課

14 子育て短期支援事業【地域】子ど
も・子育て支援事業

子どもを家庭で養育することが一時的に困難になった
場合に、短期間子どもを預かる制度です。現在、本市
では民間のＮＰＯ法人等に委託して実施しています。

・ＮＰＯ法人等に委託し、ショートステ
イを実施
・実施委託先の増

実施箇所数　３か所
・利用者数　　　１６人
・利用延回数　　１７回
・利用延日数　　４３日

Ａ

ショートステイ事業委託箇所の増により、計画
的利用だけでなく緊急
な場合への対応の幅が広がった。早朝、夜間や
宿泊も可能なので、緊
急時に利用できることが支援となっている。

委託している機関と連携を取りながら、今後も
事業の充実を図って
いく。

子育て支援課

15
一時預かり事業【地域子ども・子
育て支援事業】

保護者の様々な状況により、家庭で保育が困難になる
ケースが増加しています。このような場合に、子ども
を一時的に保育することにより、子育て家庭の負担や
ストレスの軽減を図る事業です。また、幼稚園では通
常の保育時間の前後や長期休業期間などに「預かり保
育」を実施しています。

・一時預かり事業の実施 実施箇所数　９箇所
実施日：平日の午前８時３０分から１７時まで

Ａ

家庭保育している保護者のリフレッシュ等で利
用できるため、子育て世帯への支援となってい
る。

継続実施

保育課

担当課

Ａ＝計画どおり進捗した、Ｂ＝目標に近く概ね進捗した、Ｃ＝目標には届かないが進捗している、
Ｄ＝停滞・事業の未実施、Ｅ＝終了

(2)地域における子育て支援サービスの充実

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

具体的な施策

課題・今後の取組評価 成　　果H２７年度実績具体的な施策

評価No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 担当課課題・今後の取組成果H２７年度実績

1



16
《新規》実費徴収に係る補足給付
を行う事業【地域子ども・子育て
支援事業】

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保
育施設等に対して保護者が支払うべき日用品、文房具
その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用
又は行事への参加に要する費用等を助成する事業で
す。

・左記内容を実施 助成件数　なし

Ｂ －

継続実施

保育課

（２）保育サービスの充実

17
多様な主体が本制度に参入するこ
とを促進するための事業【地域子
ども・子育て支援事業】

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に
関する調査研究その他多様な事業者の能力を活用した
特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するため
の事業です。

・未実施 未実施

Ｄ －

市の現状を勘案し、その必要性を検証しなが
ら、事業実施について検討する。

子育て支援課

18 幼稚園の特別保育事業

幼稚園では通常の預かりのほか、長期休業中の学童保
育や未就園児親子教室、特別支援保育などの特別保育
事業を行っています。

・わんぱく保育事業（未就園児親子教
室、特別支援サポート事業等）の実施

市内幼稚園、認定こども園で継続実施

Ａ

幼稚園でも預かり保育を実施するなど、子育て
世帯のニーズに対応している。

継続実施

保育課

19 幼稚園地域開放事業

地域の親子のふれあい、または子ども達の遊び場を提
供することを目的として地域開放を行っています。

・幼稚園等の園庭開放、育児相談実施等 実施箇所数　１０箇所
（全施設）

Ａ

地域の子育て世帯が幼稚園等施設の様子を知る
機会となっているため、就園に向けての準備の
一助となっている。

継続実施

保育課

20 《新規》子育て応援券事業

各家庭の子育て環境に見合った様々な子育てサービス
の提供を促進することにより、就学前の子を持つ子育
て家庭の不安や子育ての負担感の軽減を図るととも
に、家庭や地域の子育て力を高めるために子育て応援
券を配布します。子育て応援券は、有料の子育て支援
サービスに利用できるもので、０～２歳児のいる家庭
を対象とします。

・３歳未満の児童の保護者に対して、子
育て応援券を支給する。

交付対象者　３，１３５人
事業者数　　５４事業者
利用額　　　４０，７８６，０００円

Ａ

子育て応援券を保護者に交付することで、様々
な子育て支援サービスを利用することに繋がっ
ており、子育てに係る負担感の軽減につながっ
た。

・今後も取組を継続する。
・子育て応援券取扱い事業者数の拡大。

子育て支援課

（３）子育て支援のネットワークづくり

21 子育てマップの配布

地域の子育て中の親子に、本市の子育て施設を紹介す
るために乳幼児健診・訪問事業・福祉課窓口等で子育
てマップを配布しています。

・子育てマップの作成、配布
（市のホームページに掲示）

継続して実施

Ａ

地域の子育て中の親子に子育てマップを配布す
ることにより、育児不安を抱えている家庭や遊
びの場に困っている親子の行き場が増え、子
育てに対する不安解消につながっている。

子育てに不安を感じている保護者を孤立化させ
ないためにも、子育てマップの作成・配布を継
続して行い、サロン等の場の周知、提供を行っ
ていく。

子育て支援課

22 子育てに関する男女共同参画意識
の普及啓発

家庭や地域、職場など様々な分野において男女共同参
画意識の浸透を図るとともに、男性も女性も従来の固
定的な役割分担にとらわれず、ともに子育てに関わる
ことができる社会づくりを進めていく必要がありま
す。
子育てにおける身体的・精神的負担の女性への偏重を
解消するため、性別にとらわれず誰もが個性と能力を
発揮でき責任も共用する男女共同参画の考え方につい
て、広報紙による啓発を行っています。

・男女共同参画広報紙「みいな」等によ
る広報・啓発
・男女共同参画セミナーの開催
・男女共同参画フォーラムの開催

・男女共同参画広報誌「みいな」年４回発行
・誰もがきらりセミナー４回実施（参加者延べ
５９名）
・男女共同参画フォーラムの実施（来場者４０
２名

Ａ

・男女共同参画広報誌「みいな」では、市の子
育て施策やワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）、市内の女性職人・専業主夫紹介
といった情報発信を行うことで、子育てにおけ
る男女共同参画意識の啓発を図ることができ
た。
・男女共同参画セミナー「誰もがきらりセミ
ナー」では、若い世代や男性に対しワーク・ラ
イフ・バランスやイクメン・カジダンの重要性
について考える機会を設けることができた。
・男女共同参画フォーラムでは、自分らしい生
き方について考えることのできる場となった。

平成２７年１０月に実施した「男女共同参画社
会に関する意識調査」の結果では、「男女が共
に仕事と家庭の両立をしていくために必要な条
件」について、「女性が働くことや男性が家事
育児を行うことに対し、周囲の理解と協力があ
ること」が６１.３％で最も高かった。
今後も男女共同参画の意識啓発を行い、周囲の
理解と協力環境を醸成していく必要がある。

市民協働推進課

（４）子どもの健全育成

23 那須塩原市青少年育成市民会議活
動

青少年の健全育成は、家庭、地域社会、学校、行政な
どがそれぞれの責任と役割を自覚し、「子どもは地域
の宝」を合言葉に相互に連携を図りながら取り組むこ
とが重要であるとともに、市民一人ひとりが青少年健
全育成への関心を高め、身近な青少年健全育成活動に
参加することが必要です。
市内の各青少年関係機関や団体は、それぞれの目的達
成のために活動していますが、青少年健全育成という
テーマは非常に幅が広く、単一の機関や団体の活動だ
けでは解決できない問題も多いことから、連携を取り
合い、青少年健全育成を進めていきます。

・親子遊び体験活動及び「家庭の日」Ｐ
Ｒ活動の実施
・子どもフェスタの実施

・西那須野産業文化祭・なすしおばらまなび博
覧会において、親子遊び体験活動や「家庭の
日」ＰＲ活動を実施
・子どもフェスタの実施

Ａ

親子遊び体験活動や「家庭の日」ＰＲ活動を実
施することにより、子どもたちの健全育成が図
られている。また、関係機関・団体との連携を
図り、初めて子どもフェスタを実施することが
できた。

・関係機関・団体との連携を強化し、健全育成
活動を推進する。
・子どもフェスタの来場者を増やすため、周知
方法の工夫や体験イベントを充実する。

生涯学習課

24 《新規》保育士就職支援講座

保育士資格を有するが就労していない保育士（いわゆ
る潜在保育士）の保育職場への復帰を支援する研修
（座学研修・保育実習・就職支援）を実施します。

・保育士就職支援講座の実施 実施　Ｈ２７.１０
内容　座学研修＆実地研修
参加者　８名 Ｂ

潜在保育士の再就職につなげていくための講座
であるが、保育園への就職に結びつかなかっ
た。

継続実施、保育士の確保に取り組む

保育課

25 保育の質の向上のための研修事業

保育園等に従事している職員の質の向上のための研修
を実施します。

・保育士等の研修会実施 実施研修内容：普通救命講座、発達支援保育研
修、感染症対策研修、アレルギー研修、危機対
策研修、虐待研修

Ａ

保育士の専門知識や技術習得に寄与し、資質の
向上につながった。

継続実施。保育の質の向上を図るため、保育士
等への研修を引き続き実施する。

保育課

26
《新規》教育・保育施設等及び地
域子育て支援事業の従事者養成研
修事業

市が認可する地域型保育事業者で働く保育従事者、一
時預かりやファミリーサポートセンター等で従事する
職員に対して、事業に従事するために必要な研修を実
施します。

・各種研修の実施 新制度施行にむけて、栃木県で「子育て支援
員」講座が実施されることになった。

Ａ

子育て支援員研修の受講により、各事業所の保
育の実施について質の向上につながった。

子育て支援員の講座は、県が主体となって実施
され、保育の現場の質の向上につながること、
また、子育て支援員の研修受講実績は、保育現
場で働くためには必須である場合もあるため、
引き続き実施される。

保育課

事　　業　　概　　要

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

担当課

担当課

担当課

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

具体的な施策

H２７年度実績

具体的な施策

No 事　　　業　　　名

担当課

評価 課題・今後の取組

評価

No 評価H２７年度実績事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 成果

（５）地域における人材育成

成果 課題・今後の取組

評価H２７年度実績 成果 課題・今後の取組具体的な施策

具体的な施策

課題・今後の取組

成果H２７年度実績
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基本方針２　援護が必要な子ども・子育て家庭への支援

（１）児童虐待防止対策の充実

27 要保護児童対策地域協議会（児童
虐待対応に関する事業

児童虐待の禁止・予防・早期発見・早期対応などを図
るため、地域の関係機関・団体の代表者で構成される
よう保護時王対策地域協議会を設置し、関係機関が連
携を図りながら児童虐待防止対策を推進し強化しま
す。

・要保護児童に対する支援の実施と実施
状況の把握
・関係機関との連絡調整
・代表者会議、実務者会議、個別ケース
検討会議の開催
・資質向上のための研修会の開催
・児童虐待防止の広報活動

継続して実施

Ａ

児童に関係する機関、団体が連携することで保
護や支援の必要な児童、保護者が早期に発見で
き、その後、適切な支援を継続的に行うことで
虐待の予防となっている。

発見されたケースへの早期対応の必要性と内容
の複雑化・重篤化、要支援家庭の増加により、
それぞれのケースをいかに継続的にきめ細かに
支援をしていくこと、また、養護ケースの終結
の見極めが課題である。それを念頭に置き、今
後も継続していく。

子育て支援課

28 育児支援家庭訪問事業【地域子ど
も・子育て支援事業】

核家族化、地域社会の希薄化が進み、育児に不安やス
トレスを感じたり、家庭環境に問題を抱え養育機能の
低下している親は不安と孤立の中で子どもに暴力を振
るったり、子育てを放棄してしまうことがあります。
通所型の支援では限界があるため、専門家による側面
的・継続的・柔軟性のある訪問型の支援が必要となっ
てきます。
出産間もない時期から訪問支援することで、養育環境
の把握とともに、養育困難な家族に対し、具体的な育
児指導や個々が抱える諸問題への支援が図れます。ま
た、新生児・産婦訪問、乳幼児家庭訪問、乳児家庭全
戸訪問との連携により早期に対応することができま
す。

（健康増進課）
・養育支援訪問事業
（子育て支援課）
・保健師、家庭相談員による家庭訪問の
実施

養育支援訪問事業
・訪問実家庭数　４０６件
・訪問延件数　　５５８件
・家庭相談数　　　　５人

Ａ

（健康増進課）
若年の妊婦、望まない妊娠等の妊娠期からの継
続的な支援を必要とする家庭、親のメンタルに
問題がある家庭、虐待のリスクが認められる家
庭など、育児支援が必要な家庭に訪問していま
す。
（子育て支援課）
保健センターと合同で家庭訪問を行い、育児支
援を実施することにより、育児に対する不安を
軽減することができている。また、家庭相談
員が１名増員となり、より細やかな支援を行え
ている。

（健康増進課）
養育支援が必要な家庭の増加と、問題の多様化
により、今後もきめ細やかに対応するために
は、支援者の量的・質的充実が必要です。
（子育て支援課）
支援を必要とする家庭の増加と、問題の多様化
にきめ細かに対応していくためには、家庭相談
員の増員が必要である。

健康増進課
子育て支援課

29 児童虐待に関する相談体制の充実

児童虐待に関する通告・相談先は、児童相談所、福祉
事務所、市町村となっています。保育園や幼稚園、学
校や保健センターなどの関係機関での虐待発見や相談
についても関係機関に連絡することになっており、虐
待への対応は、早期発見・早期対応が非常に重要と
なっています。
本市においても児童虐待に関する相談が増加してお
り、早期対応に努めています。家庭児童相談員をはじ
めとする関係機関職員の虐待に関する資質の向上を図
り、その相談体制の充実に努めています。

・児童虐待に関する相談体制の充実
・関係機関との連絡調整
・虐待に関する資質向上のための職員研
修の受講

継続して実施

Ａ

市民にも児童虐待防止の意識が高まってきてお
り、通告や相談が増えている。各関係機関との
連絡や情報交換を適切に行うことで早期発見・
早期対応につながっている。

児童虐待に関する相談が増加しているため、き
め細かな対応が難しくなってきている。虐待に
関する知識を高め、資質の向上を図ることは
もちろん、家庭相談員等の人員増を検討する必
要がある。

子育て支援課

30
ひとり親家庭に対する相談体制の
充実

相談件数は増加傾向にあり、仕事や生活の関する相談
のほか、子育てや子どもの進学に関する悩みなど、そ
の内容は多様化しています。
母子・父子自立相談員を配置し相談業務を行っていま
すが、相談内容に応じてハローワークや社会福祉協議
会などの関係機関と連携を図っています。

・ハローワーク、社会福祉協議会、社会
福祉課、母子父子自立支援員担当課で構
成される各種就労自立促進協議会等に積
極的に参加し、連携を図る。

母子父子自立支援員兼婦人相談員数　２名

Ｂ

平成２７年度のこども未来部新設により、子ど
も課に所属していた母子・父子自立支援員は子
ども・子育て総合センターに配置。子育て相談
を行う家庭相談員と同一部署に配置となったた
め、情報の共有化がしやすくなり、連携が強化
された。

母子・父子自立支援員２名で対応しているが、
相談内容が多様化、複雑化していることに伴
い、関係機関と連携しての支援や、継続的支援
が必要なケースが増加している。相談員の増員
を図り、更なる相談体制の強化を図る。

子育て支援課

31 ひとり親家庭に対する生活支援

ひとり親家庭の父または母の自立を促進するため、ハ
ローワークなどと連携して、求職活動の相談や就職セ
ミナーの斡旋などの就労支援を行っています。
また、職業能力の向上を図るため、教育訓練の受講の
際に必要な入学金や受講料の一部を補助し、ひとり親
家庭の父または母の経済的自立を支援しています。

・母子父子自立支援プログラム策定事業
の実施
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
等事業の実施
・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
事業の実施

・母子父子自立支援プログラム策定事業就労支
援者数　２１人
・高等職業訓練促進給付金新規申請者数　４人
・自立支援教育訓練給付金新規申請者数　０人 Ｂ

母子父子自立支援プログラム策定事業について
は、２１名の就労支援を行い、自立に向けての
支援を行った。高等職業訓練促進給付金事業に
ついては、２名が養成機関の修業を終え、取得
した資格を生かして就労することができ、自立
につながった。

ひとり親家庭の母及び父に対する生活支援・就
労支援事業の周知徹底及び関係機関との更なる
連携強化が必要。児童扶養手当現況届受付時な
どに制度のＰＲを行うなど、効果のある周知方
法を模索しながら、周知の徹底を図る。

子育て支援課

32 ひとり親家庭に対する経済的支援

ひとり親家庭の経済的自立を支援するため、児童扶養
手当の支給や、母子・寡婦・父子福祉貸付金などにつ
いての相談を行っています。
また、ひとり親家庭に対し、通院や入院をした時の保
険診療の自己負担額分の助成を行っています。（ひと
り親家庭医療費助成制度）

・ひとり親家庭の保護者に対して児童扶
養手当を支給する。
・ひとり親家庭の子どもと保護者に対し
て、医療機関等を受診した際
の保険診療の自己負担分を助成する。

児童扶養手当
　受給資格者　１，２６１人
　貸付申請　　　　　４０件
ひとり親家庭医療費
　助成対象者　　　　　３，６７１人
　助成件数　　　　　１９，８２７件
　助成額　　４９，１１９，５３０円

Ａ

ひとり親家庭医療費助成は家庭の経済的負担を
軽減しており、児童扶養手当とともに、安定し
た生活を送るための助けとなっている。

今後も取組を継続する。

子育て支援課

33
放課後児童クラブにおける支援児
の受け入れ

保護者が就労などにより昼間家庭にいない児童を対象
に、放課後における遊びと生活の場として放課後児童
クラブを設置し、保護者などの団体に運営を委託して
います。
支援児の受け入れに関しては、指導員の研修や委託料
や補助金の加算により、受け入れ体制の整備を図って
います。

・支援員等の加配
・支援員等の研修の実施
・公設クラブを対象とした巡回指導

受け入れ可能クラブ
３７箇所（１クラブ休止）

Ａ

支援の必要な児童の受け入れを実施することに
より、児童の健全育成とともに、保護者の子育
て支援と就労支援ができた。

支援児の受け入れは継続して行う。

保育課

34 子育て支援の総合的な対応力の強
化

乳幼児期における健康や発達状態の把握、疾病の早期
発見や障害に関する相談窓口の充実、子育て関係機関
の連携を強化し、子育て支援の総合的な展開を図って
いきます。また、成長段階や年齢に応じた各種健診や
相談体制の充実に努めています。
心身に重度の障害がある場合、通院及び入院をした時
の保険診療の自己負担額分の助成を行っています。
（重度心身障害者医療費助成制度）

（健康増進課）
・各関係機関との連携による支援
（子育て支援課）
・心身に重度の障害がある方が医療機関
等を受診した際の保険診療の自己負担分
を助成する。
（子ども・子育て総合センター）
・発達支援システムの構築（出生から20
歳までの切れ目のない一貫した発達支援
システム）

（健康増進課）
支援児連携施設数　３１施設
（市内幼稚園、保育園数）
（子育て支援課）
重度心身障害者医療費助成制度
助成件数　３０，７１５件（子ども以外の利用
も含む）
（子ども・子育て総合センター）
発達支援システムの構築 Ａ

（健康増進課）
子どもの特性にあった支援が継続的に行えるよ
う、関係機関と連携し対応することができてい
ます。
（子育て支援課）
医療費の一部を助成することで、重度心身障害
者の経済的負担を軽減し、必要な時に安心して
受診することができる。
（子ども・子育て総合センター）
発達支援システムは母子保健、障害福祉、医
療・教育機関、教育委員会、労働等の関係機関
が連携を図り、共通の視点に立って子どもと保
護者、家族を支えるために子どものライフス
テージに応じた総合的な支援を、継続的かつ計
画的に提供できる。

（健康増進課）
「発達障害児」と診断される子どもが増加して
います。関係機関と連携し、一貫した切れ目の
ない支援が必要です。
今後も関係機関との連携を強化し、子どもの特
性にあった支援を行います。
（子育て支援課）
今後も取組を継続する。
（子ども・子育て総合センター）
発達支援システムは保護者の同意を得て支援を
開始するものであり、市民の啓発も含めて、発
達支援システムの基本施策である「気づく：
早期発見・早期支援」「はぐくむ：特性の理解
と適切な関わり」「支える：地域支援基盤の充
実」「つなぐ：関係機関の連携・支援」の下
に、具体的施策を展開する。

子育て支援課
健康増進課

担当課

担当課

担当課

評価

（２）ひとり親家庭等の自立支援の推進

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 H２７年度実績 課題・今後の取組

事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

(3)支援児施策の充実

No

成果

評価

評価

具体的な施策

具体的な施策

具体的な施策

成果H２７年度実績

課題・今後の取組成果H２７年度実績

課題・今後の取組
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35 地域のリハビリテーション体制の
充実

障害のある子どものリハビリテーションについて、障
害の有無にかかわらず、地域の児童とともに関わる場
を設け、その中で療育の問題を解決していくリハビリ
テーション体制の確立を進めています。

（健康増進課）
・各関係機関と連携して支援
（子育て支援課）
・各地区、施設で行っている支援内容の
情報の把握、周知
・幼稚園や保育園、子育て相談センター
での個別支援の実施

（健康増進課）
ケア会議
連絡会議
（子育て支援課）
継続して実施

Ａ

（健康増進課）
在宅で生活するリハビリテーションが必要な子
どもが居る家庭に、訪問等の支援を行い、適切
な情報を提供しています。
（子育て支援課）
障害の有無にかかわらず、地域の子どもたちと
ともに関わる場を設け
ることで、一人ひとりに応じた効果的な支援
と、保護者に対する支援
が提供できる。

（健康増進課）
子どもの健やかな成長発達を支援し、子どもの
特性に合わせ、適時適切に、児への対応や生活
支援をしていく必要があります。
（子育て支援課）
何らかの形で支援を必要とする子の増加に伴
い、支援を提供する側の
資質の向上が課題である。各関係機関との連携
を図り、支援内容や支援方法を周知していく。

子育て支援課
健康増進課

36 在宅福祉サービスの充実

障害のある子どもが地域の中で尊厳を持ち、安心して
生活していく上で必要なサービスや、家族の負担軽減
を図ることができるサービスを提供できるよう、障害
児通所支援、短期入所といった在宅福祉サービスの一
層の充実を図っています。

・居宅介護（ホームヘルプ）
・短期入所（ショートステイ）
・障害児通所支援（児童発達支援、放課
後等デイサービス）

支給決定者数
　ホームヘルプサービス　６人
　デイサービス　１８６人
　短期入所　２２人 Ｂ

居宅介護や短期入所、障害児通所支援を利用し
ながら、自宅を生活拠点としながら、地域の中
で安心して生活することができるようになっ
た。また、在宅生活を支える家族の負担軽減に
もつながっている。

障害児通所支援施設の利用が伸びている一方
で、ホームヘルプや短期入所が減少していま
す。
在宅支援型の福祉サービスに対する需要はある
ものの、生活サイクルに適した利用しやすい制
度としていくことが課題となっています。

社会福祉課

37 乳幼児訪問指導の充実

子育て中の親は、地域の中で孤立が進み、育児の不安
や悩み、産後うつや、育児の負担感や虐待の問題な
ど、多様な問題を抱えやすい状況にあります。適時、
適切に栄養、環境、疾病予防、母親のメンタルヘルス
などを含め、新生児期から訪問相談による育児支援を
行い、母子の愛着形成や、虐待防止の活動を進めてい
ます。
・新生児産婦訪問指導事業（助産師訪問）
　　対象…新生児のいる世帯
・乳幼児家庭訪問事業（保健師訪問）
　　対象…要支援児、健診未受診児等のいる世帯
・乳児家庭全戸訪問事業（母子保健推進員訪問）
　　対象…生後３か月までの乳児のいる世帯

・新生児産婦訪問指導事業
・乳幼児家庭訪問事業
・乳児家庭全戸訪問事業

乳幼児訪問指導　８１４件
乳児家庭全戸訪問　１，０３８件

Ａ

乳児家庭全戸訪問事業では、母子保健推進員へ
の研修を行い、よりスムーズに訪問できるよう
支援し、充実した訪問が実施できています。

・社会背景、家族背景、生育歴等から育児上問
題を抱える母親の増加が目立ち、支援・見守り
が必要な家庭が増加しています。
・新たに母子保健関係機関連携会議を開催し、
連携の充実強化を図っていきます。

健康増進課

38 妊産婦の健康支援

不安定な状況の妊婦に対する支援のため、関係機関と
の連携強化が必要です。妊娠期からのきめ細かな支援
による愛着の感情や母性、父性を育てることが課題に
なっています。
母子健康手帳により母子の健康状態を一貫して記録
し、安心安全な妊娠出産ができるよう支援していま
す。また、妊娠期から経済的負担を軽減するため、妊
婦健康診査助成回数を１４回にして受診を促していま
す。また、妊娠中の医療費に対しては妊産婦医療費助
成事業により母体・胎児の健康確保を図っています。
妊娠中の学習として母親学級を実施し、正しい知識の
普及、母性意識や育児力形成を促進するとともに、父
親の参加を促し父性に対する支援をしています。
・妊娠届、母子健康手帳交付、交付時妊婦保健指導、
妊婦アンケート
・妊婦健康診査助成事業、妊産婦医療費助成事業
・母親学級

・妊娠届　母子健康手帳交付　交付時妊
婦保健指導　妊婦アンケート　父子手帳
の配布
・妊婦健康診査助成事業　妊産婦医療費
助成事業
・母親学級

妊娠届出数　　　　　　　１，０３６人
母親学級参加　　　　　　　延１４９人
妊婦健康診査受診　　延１２，５３６人

Ａ

妊婦健康相談、妊婦健康診査費及び医療費の助
成等により、安心安全な妊娠出産の確保に効果
を上げています。

・生活背景や家族背景が不安定な状況の妊婦が
増加しています。
・妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支
援をさらに充実していく必要があります。

健康増進課
子育て支援課

39 乳幼児健康診査の充実

乳幼児の健やかな成長のために、健康診査や相談指導
を通し、疾病や異常の早期発見とともに保健指導及び
育児支援に努めています。
また、健康診査は、養育不良、被虐待児の早期発見、
育児不安のある母親、育児支援が必要な親子に対して
早期支援が可能であり、重要性が増しています。ま
た、子育ての過程において、親が発する育てにくさの
サインに気づき、関連機関と連携し、親子への適切な
支援ができるよう努めています。
生涯にわたる健康習慣を身に付けるため、保護者、家
族に対し学習を実施しています。
・４か月健康診査、１０か月健康診査、１歳６か月健
康診査、２歳児歯科検診、３歳時健康診査、５歳児発
達相談、先天性股関節脱臼検診

・４か月健康診査
・１０か月健康診査
・１歳６か月健康診査
・２歳児歯科検診
・３歳児健康診査
・先天性股関節脱臼検診

健診受診率
　４か月児　　　９７．９％
　１０か月児　　９６．４％
　１歳６か月児　９３．８％
　２歳児歯科検診９５．６％
　３歳児　　　　９５．８％

Ａ

健診受診率は９割強と高い事業です。
健診時の相談では、子供の成長発達・育児に関
する相談の他、母親の心の問題、夫婦間の問題
など、相談内容が多岐にわたっており、子育て
期の母親等、保護者にとって必要性の高い事業
です。

プライバシーに配慮した相談しやすい環境づく
りが必要です。
健診未受診児に対して、家庭訪問や関係機関と
の連携により支援を継続していきます。

健康増進課

40 乳幼児・母子の健康相談支援

妊娠中及び育児期の親等が必要に応じて電話相談や健
康相談、専門的な相談ができるよう相談しやすい体制
づくりをしています。
・乳幼児健康診断、電話相談
・乳幼児運動発達相談
・乳幼児精神発達相談

・育児相談
・乳幼児運動発達相談
・乳幼児精神発達相談
・電話相談

相談件数　　３，４９０件
（内訳）
　電話相談　１，６２０件
　育児相談　１，５９８件
　発達相談　　　２７２件

Ａ

子どもの発育・発達（運動面・精神面）に関す
る相談に限らず、母親の精神面を含めた相談が
あり、複雑で多様な相談内容への支援を実施し
ています。

多様な相談に適切に応じられるようスタッフ等
相談体制の充実強化を図り、相談しやすい体制
づくりを図ります。

健康増進課

41 歯科保健の充実

乳幼児の歯科検診と歯科保健指導、学童期のフッ化物
塗布、子育て世代への歯科保健指導を実施し、う歯予
防と歯周疾患予防に努めています。
・１０か月児健康診査、１歳６か月児健康診査、２歳
児歯科検診、３歳児健康診査
・三歳児よい歯のコンクール
・フッ化塗布（小学校１～３年）
・３０・３５歳節目健診

・１０か月児健康診査、１歳６か月児健
康診査、２歳児歯科検診、３歳児健康診
査
・三歳児よい歯のコンクール
・フッ化物塗布（小学校１～３年）
・母親学級
・３０・３５歳節目健診

う歯のある児の割合
１．６歳　　１．１％
　　２歳　　３．７％
　　３歳　１４．０％

Ａ

母親学級に歯科衛生士を配置し、妊娠期からの
歯科保健対策の体制が整いました。

妊娠期から子育て期にわたる歯科保健対策の更
なる充実を図る必要があります。

健康増進課

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

基本方針3　母子保健事業の充実

（１）妊産婦・乳幼児に関する切れ目のない保健対策

評価具体的な施策 成果H２７年度実績 担当課課題・今後の取組
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42 乳幼児の事故防止

事業内容
（計画書より） １歳から９歳までの子どもの死亡原因
は不慮の事故が１位であり、子どもの発達と密接な関
連があるため、保護者が子どもの発達を正しく理解
し、的確に事故防止ができるように支援しています。
・乳児家庭全戸訪問により、乳幼児の事故防止の冊子
を配布し事故防止の普及推進
・乳幼児健康診査の際に事故防止の指導
・乳幼児事故防止啓発運動（４か月児健康診査、１歳
６か月児健康診査）
・ＳＩＤＳ（乳幼児突然死症候群）予防対策周知徹底

・乳児家庭全戸訪問事業
・母子保健推進員による事故防止啓発活
動

乳児家庭全戸訪問　１，０３８件
事故防止活動
４か月児健診時　　　２６回１，０３２人
１歳６か月児健診時　２５回　　９２８人

Ａ

健診時に発達に合わせた事故防止活動が出来て
います。
乳幼児健診の問診票に各年齢に合わせた事故防
止に関する項目を取り入れることにより、親へ
の注意喚起を促します。

１歳から１９歳までの子どもの死亡原因は、不
慮の事故が１位、２位と上位を占めています。
子どもの事故は誰でも可能性があり、保護者の
少しの気配りで予防できる可能性があるため、
事故防止に関する実践力を養っていく必要があ
ります。

健康増進課

43 思春期保健事業

思春期における身体発育や性機能の発達等に関する正
しい知識の普及を図り、健康的で豊かな人間性と社会
性を持った行動がとれるよう思春期保健教育を推進し
ています。
生涯にわたる健康的な生活習慣の獲得のため、喫煙・
飲酒・薬物乱用等について正しい情報の提供の推進を
図っています。

・思春期教育（市内中学校、高等学校を
対象とした健康教育）

思春期教育
市内中学校１０校で実施

Ａ

学校保健と連携し、子どもの実情に合わせた思
春期保健事業が実施できている。

生活背景が不安定な家庭の増加、情報の氾濫、
性行動の低年齢化等、思春期の子どもを取り巻
く社会環境が悪化している現状です。
子どもたちが健全に成長できるよう、関係機関
と連携し支援していきます。

健康増進課

44 食育の推進事業

乳幼児期からの正しい食事の摂り方や望ましい食習慣
の定着及び食を通じた豊かな人間性の形成、心身の健
全育成を図るため、保健分野や教育分野をはじめとす
る様々な分野が連携しつつ、乳幼児期から大人まで、
食に関する学習の機会や情報の提供を実施していま
す。
学校行事の中や特別活動の中で食に関する指導や給食
に対する食事内容等の情報提供を実施しています。

・乳幼児健診、健康相談
・30・35歳節目健診後健康教育
・食生活改善推進員活動

食育推進事業
　３２３回　１０，５９２人
内訳
　健康教育　１５２回　５，５２５人
　健康相談　１７１回　５，０６７人 Ａ

・管理栄養士による３０・３５歳節目健診時の
個々の食事摂取状況に応じたアドバイス等や食
生活改善推進員による地域での生活習慣病予防
に重点を置いた実践活動が幅広く行えていま
す。
・若い世代の朝食欠食（週0～1回朝食摂取をす
る者）は減少傾向にあります。

朝食欠食する者は減少していますが、同時に毎
日朝食を食べる者の減少や食事バランスの乱れ
が見られます。
これまでの活動に加え、健康関心の薄い層に対
する他の組織と連携した活動が必要です。 健康増進課

45 母子保健推進員・食生活改善推進
員の育成

地域の中で子育てする親を孤立させないよう、身近な
ところでの相談役として母子保健推進員を育成しま
す。
また、子どもの食習慣はその後の健康の基礎となるこ
とから、地域の健康づくりの担い手として、生活に密
着した活動を行う食生活推進員を育成しています。
各推進員共に、研修会を行い、知識・技術の習得を図
り、資質の向上に努めています。
・母子保健推進員の活動（乳児家庭全戸訪問事業・乳
幼児事故防止啓発活動・子育て支援活動等）
・食生活推進員の活動（乳幼児の親を対象とした食育
教室・小学生を対象としたおやこの食育教室）

・母子保健推進員協議会（乳児家庭全戸
訪問事業・乳幼児事故防止啓発活動・子
育て支援活動等）
・食生活改善推進員育成事業（研修会、
活動支援）、食生活改善推進員養成講座

・母子保健推進員　７７名
　研修会　７回　地区学習会１０回
・食生活改善推進員８７名
研修会　１３回　養成講座 ６回
活動支援　５０講座開催分

Ａ

・地域で安心して子育てが出来るよう、地区組
織を育成しています。
・地域において各ライフステージに応じて生活
習慣病予防に重点を置いた一貫性のある食育活
動を実施できています。「人が多く集まる場所
への訪問型」の活動を様々な機関と横のつなが
りを持ちながら展開し、健康に関心の薄い層へ
のアプローチを行っています。

・地域で安心して子育てしていけるよう支援す
るために、母子保健推進員、食生活改善推進員
の資質の向上を図っていく必要があります。
・健康に無関心な層へのアプローチを継続する
ため、食生活改善推進員の増員を図るととも
に、積極的に他機関と連携することが必要で
す。 健康増進課

（５）小児医療等の充実

46 小児救急医療

小児医療体制は、安心して子供を産み、育てるための
基盤となるものであることから、小児医療の充実・確
保に取り組むこと、特に小児救急医療について、都道
府県、近隣市町及び関係機関との連携のもと、基盤整
理に取り組んでいます。

・那須塩原市・大田原市・那須町が負担
金を那須地区広域行政事務組合に納めて
医療の確保を行っている。

休日在宅当番医制度　　　３地区
那須地区夜間急患診療所　１か所
小児救急拠点病院　　　　２病院

Ａ

昨年度までの体制を維持している。 今後も継続して小児医療の充実・確保に取り組
む必要がある。

健康増進課

47 母子保健事業の充実

妊婦健康診査の充実と、妊産婦医療費助成により、早
産児、低出生体重児、未熟児出生の減少を図っていま
す。
県の周産期医療システムのもと、各周産期医療機関と
の連携強化に取り組んでいます。低体重出生児の届出
の受理、未熟児養育医療の給付、養育支援連絡票等に
より、医療機関との連携に基づく出生後早期の支援に
努めています。
・妊娠届の早期提出や妊婦健診審査受診の徹底、母性
健康管理指導事項連絡カードの周知
・総合周産期母子医療センター、地域周産期医療機関
等との連携
・養育医療の給付
・低体重出生児の届出の受理

・養育医療の給付 関係機関との連携・会議の実施
妊婦健康相談の実施
養育医療の給付人数　３１人

Ａ

各周産期医療機関等との連携により、早期の支
援を実施しています。

今後も関係機関と連携し支援を実施していきま
す。

健康増進課

48 こども医療費助成制度

こどもの疾病の早期発見と治療の促進及び子育て家庭
への経済的支援をするために、平成２５年度から１８
歳（高校３年生）までのこどもの保護者に対して、通
院や入院をした時の保険診療の自己負担分を助成して
います。また、３歳未満のこどもに加え、３歳～６歳
までの未就学児に対しても、平成２２年度から窓口で
保険診療自己負担分を支払わずに受診ができる、現物
給付を行っています。

・０から18歳までの子どもの保護者に対
して、医療機関等を受診した際の保険診
療の自己負担分を助成する。

助成件数　１７８，０８９件

Ｂ

医療費にかかる保護者の経済的負担を軽減する
ことで、早期受診による疾病の早期発見・治療
につながっている。

今後も取組を継続していくとともに、制度の周
知を図ることで利用の拡大を図る。

子育て支援課

49 妊産婦医療費助成事業

妊産婦の疾病の早期発見と治療の促進のために、妊娠
の届出をした月の初日から出産（流産及び死産を含
む）した日の翌月の末日までに通院や入院をした時の
保険診療自己負担分の医療費を助成する制度です。

・妊産婦に対して、医療機関等を受診し
た際の保険診療の自己負担分を助成す
る。

助成件数　７，６９３件

Ｂ

医療費にかかる妊産婦の経済的負担を軽減する
ことで、早期受診による疾病の早期発見・治療
を促進し、母子の健康に寄与することができ
た。

今後も取組を継続する。

子育て支援課

具体的な施策事　　業　　概　　要

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 担当課

担当課

担当課No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

（３）食育の推進

（２）学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の充実

No 事　　　業　　　名

（４）子どもの健やかな成長を見守る地域づくり

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

課題・今後の取組

評価H２７年度実績 成果 課題・今後の取組

評価

成果 課題・今後の取組

評価H２７年度実績 成果 課題・今後の取組

具体的な施策

具体的な施策 評価

具体的な施策

H２７年度実績 成果

担当課H２７年度実績
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50 予防接種事業

予防接種法に基づき、関係機関と連携をしながら、適
正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び
住民への情報提供を行います。
・定期予防接種の実施
・予防接種等に関する情報提供
・未接種者に対する接種勧奨の実施
また、予防接種法に基づかない法定外予防接種につい
ては、国の定期予防接種の動向を見ながら市単独の予
防接種費助成事業を行います。

・定期予防接種の実施
・予防接種等に関する情報提供
・未接種者に対する接種勧奨の実施

・定期予防接種の実施（４種混合、３種混合、
ポリオ、ジフテリア・破傷風混合、麻しん風し
ん混合、麻しん、風しん、日本脳炎、ＢＣＧ、
ヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頸がん予防ワクチ
ン）
・法定外予防接種費助成の実施(おたふくか
ぜ、Ｂ型肝炎、成人の風しん)

Ａ

予防接種法に基づき、施策の実施ができていま
す。

接種機会を逸しがちな追加接種について、未接
種者への勧奨等の対応に取り組みます。

健康増進課

（６）不妊治療対策

51 不妊治療費助成制度

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に対しては、県の
特定不妊治療助成事業により、治療の一部が助成され
ます。市では、県の助成額を超える分や、医療保険が
適用されない不妊治療について助成を行い、経済的負
担の軽減を図っています。
不妊に関する医学的相談や不妊による心の悩みの相談
等については、専門機関である「栃木県不妊専門相談
センター」等の周知を図っています。

・不妊治療費助成 不妊治療費助成　１１３件

Ａ

不妊治療による経済的負担を軽減することによ
り、治療しやすい環境で治療を受けることがで
きています。

晩婚化により、不妊に悩む夫婦が増加傾向にあ
り、治療費助成件数も年々増加傾向にありま
す。
今後も、不妊に関する相談や治療費助成事業等
の周知徹底を図ります。 健康増進課

（１）働き方の見直しに関する意識啓発

52 企業への意識啓発

労働者の働き方の見直しを推進するためには、まず企
業が子育てしやすい職場環境の整備をする必要があり
ます。
事業所内保育施設の整備や育児休暇等の取得、子育て
期間中の短時間勤務など、子育てをしやすい職場環境
の整備推進の呼びかけや広報啓発を行っています。

・左記内容を実施 啓発用ポスター等の庁舎内掲示

Ｂ

ポスター等の掲示のみのため、未把握。 掲示方法、設置場所などに問題があり、ポス
ター・パンフレット等の情報が市民に行き届い
ていないことが懸念されます。
市の重点取組項目として、庁舎以外の他施設に
も設置することを検討します。

商工観光課

53 労働者への意識啓発

労働者の働き方の見直しを推進するためには、環境を
整備するだけでなく、個々の労働者の意識啓発を推進
する必要があります。
そのために、育児休暇や介護休暇などの取得を促す呼
びかけや広報活動を行うとともに、男性が子育てに関
わる必要性を伝えていきます。

・左記内容を実施 啓発用ポスター等の庁舎掲示

Ｂ

ポスター等の掲示のみのため、未把握。 労働者個人に対して掲示物以外に意識啓発を行
う必要があります。ポスター掲示等と並行し
て、労働環境整備、育児休暇や介護休暇に関す
るセミナー等の広報誌掲載を積極的に行い、広
報を通じて市民へ意識啓発を行うことを検討し
ます。

商工観光課

54 企業における両立支援

男女がともに子育てと仕事が両立できるよう、育児休
業制度の普及・定着を促進するとともに、労働時間の
短縮など、労働条件の改善について、国、県等と連動
し事業主等への要請を図っていきます。

（市民協働推進課）
・男女共同参画推進事業者表彰
（健康増進課）
・啓発用ポスター等の提示
・母性健康管理指導事項連絡カードの情
報提供

（商工観光課）
啓発用ポスター等の掲示
母性健康管理指導事項連絡カードの情報提供
（市民協働推進課）
男女共同参画推進事業者表彰（４社）
（健康増進課）
啓発用ポスター等の提示
母性健康管理指導事項連絡カードの情報提供

Ａ

（商工観光課）
ポスター等の掲示のみのため、未把握。
（市民協働推進課）
男女共同参画推進に積極的に取り組んでいる事
業者を募集し、男女共同参画フォーラムにおい
て４社を表彰し、企業におけるワーク・ライ
フ・バランスの普及を図った。
（健康増進課）
市民に対して情報提供を継続して実施していま
す。

（商工観光課）
企業に対して本市が労働条件の改善を呼びかけ
る機会がほぼないこと、市として各企業の労働
条件、現状等を把握していないことが現状とし
て挙げられます。労働条件改善の第一段階とし
て、企業が現在行っている、仕事と子育ての両
立支援への具体的施策を市が把握することが必
要と考えられます。
（市民協働推進課）
男女がともに子育てと仕事が両立できるように
するためには、育児休業制度を利用できる職場
環境をつくることや、育児のために退職した職
員をもとの会社で再雇用する制度を導入するこ
となどが重要であるが、雇用形態によっては育
児休業制度の利用が困難であったり、男性が育
児休業制度を利用することに対して理解が少な
かったりする。
イクボスなど企業・雇用者への意識啓発を行
い、職場における理解や制度を整える必要があ
る。
（健康増進課）
妊娠・出産がきっかけで仕事をやめる母親や、
就業形態を替える母親が見受けられます。
今後も施策を継続して実施していきます。

健康増進課
商工観光課
市民協働推進課

55 《新規》子育て支援を推進してい
る企業の優遇制度の検討

企業の子育て支援に取り組む意欲を高めることを目的
として、子育てにやさしい活動を行っている企業を認
定・表彰し、さらに認定・表彰された企業について
は、市の制度で優遇できるように関係課と調整に努め
ます。

・左記内容を実施 先進事例等について調査・研究

Ｃ

国や県の制度等を再確認 厚生労働大臣による認定制度（くるみん認定）
や栃木県による「とちぎ働きやすい企業」の取
組みなども踏まえ、関係各課と連携を図りなが
ら、より効果的な制度について検討する必要が
ある。

子育て支援課

56 地域における両立支援

仕事と子育ての両立を支援するため、生活の基盤であ
る地域における子育て環境を整備していくものです。
子育て支援に関わる多様な活動主体のネットワーク化
やＮＰＯ・ボランティア団体との協働の仕組みづく
り、地域における子育て支援に対する意識の高揚など
を図っています。

・左記内容を実施 先進事例等について調査・研究

Ｃ

子育て支援に係るＮＰＯ・ボランティア団体の
活動を確認

両立支援に限らず、様々な子育て支援に係る活
動主体のネットワーク化について、総合的に検
討していく必要がある。

子育て支援課

事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

担当課事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

担当課

担当課

No

No

No

事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

評価

基本方針４　仕事と家庭生活の両立の支援

（２）仕事と子育ての両立支援の推進

評価

評価

具体的な施策

具体的な施策

具体的な施策

課題・今後の取組

課題・今後の取組

課題・今後の取組

成果H２７年度実績

成果H２７年度実績

成果H２７年度実績

6



57 家庭における両立支援

仕事と子育ての両立支援を推進する中で、最も重要な
部分として夫婦間での子育てに対する意識改革が必要
であり、様々なライフステージでお互いがバランスを
取り合って子育てをしていくことが大切です。
そのため、夫婦がお互いに協力して子育てをしていく
環境を育むための広報活動を進めています。

・男女共同参画広報紙「みいな」等によ
る広報・啓発
・男女共同参画セミナーの開催

・男女共同参画広報誌「みいな」年４回発行
・誰もがきらりセミナー２回実施（参加者延べ
３４名）

Ａ

・男女共同参画広報誌「みいな」では、市の子
育て施策やワーク・ライフ・バランス（仕事と
生活の調和）、市内の女性職人・専業主夫紹介
といった情報発信を行うことで、家庭における
仕事と子育ての両立に関する男女共同参画意識
の啓発を図ることができた。
・男女共同参画セミナー「誰もがきらりセミ
ナー」では、子育てや仕事・生活の両立に関す
る講演やエクササイズ、ファザーリングに関す
る講演や参加者交流を行った。若い世代や男性
に対しワーク・ライフ・バランスやイクメン・
カジダンの重要性について考える機会を設ける
ことができた。

平成２７年１０月に実施した「男女共同参画社
会に関する意識調査」の結果では、「夫婦の役
割分担」において、「どちらかといえば妻」と
「主に妻」を合わせた『妻(計)』は、「食事の
したく」が８２.９％で最も高く、次いで、
「洗濯」が７６.９％、「そうじ」が６７.３％
となっており、多くの役割分担が女性に偏って
いる。
今後も、男女共同参画の意識啓発を行うととも
に、男性にも家事・育児への参画を促す必要が
ある。

市民協働推進課

58 父親の育児参加促進

女性の社会進出が進み、今や、子どもを持つ女性の半
分以上が就労していますが、男性の意識革命が伴わ
ず、育児や家事が女性にとって大きな負担になってい
ます。そこで、男女共同参画意識のさらなる高揚を図
るとともに男性の家事や育児への参加促進を図るため
の啓発事業が必要です。
保健センターで実施している母親学級を活用して、母
親だけではなく父親の参加も呼びかけ、育児参加や育
児のためのコミュニケーションを図る場を多く設ける
事業展開を図っています。また、公民館事業として父
親学級を開催するなど、広報等を通じて育児参加促進
を図っています。
・父子手帳の配布（母子健康手帳交付時）
・母親学級の中で、親になること、パパの妊婦体験等
を実施

（生涯学習課）
・今後も継続して母親学級の１回を担当
し、父親の参加者が参加しやすいような
講座内容にしていく。
（市民協働推進課）
・男女共同参画広報紙「みいな」等によ
る広報・啓発
・男女共同参画セミナーの開催
（健康増進課）
・母親学級
・父子手帳の配布

（生涯学習課）
母親学級参加者（生涯学習課担当分）
延べ５１人（うち父親９人）
（市民協働推進課）
男女共同参画広報誌「みいな」年４回発行
誰もがきらりセミナー１回実施（参加者１９
名）
（健康増進課）
母親学級の父親参加数　３３人

Ａ

（生涯学習課）
生涯学習課で担当している母親学級では、グ
ループ活動を取り入れており、以前は父親と母
親関係なくグループ分けをしていたが、父親同
士自由に話ができるよう、父親同士のグループ
を作ることにより、話しやすい雰囲気づくりが
できた。
（市民協働推進課）
・男女共同参画広報誌「みいな」では、ワー
ク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）や
市内の専業主夫紹介といった情報発信を行うこ
とで、男性の家事や育児への参加促進を図っ
た。
・男女共同参画セミナー「誰もがきらりセミ
ナー」では、ファザーリングに関する講演や参
加者交流を行った。若い世代や男性に対しワー
ク・ライフ・バランスやイクメン・カジダンの
重要性について考える機会を設けることができ
た。
（健康増進課）
母親学級や乳幼児健診に参加する父親が増えて
きています。
育児に参加している父親も増加しています。

（生涯学習課）
現在、健康増進課が主催している母親学級（３
回１クール×４）の中の１回を担当している。
募集等は健康増進課が行っているため、直接の
募集、参加呼びかけは行っていないが、父親が
参加しやすいようなプログラムづくりに努めた
い。
（市民協働推進課）
男女共同参画社会の実現には、女性だけではな
く男性の理解・協力が必要不可欠であるが、男
性の家事・育児への参加状況は決して高い水準
にあるとはいえない。平成２７年１０月に実施
した「男女共同参画社会に関する意識調査」の
結果では、「夫婦間での役割分担」において
「子どもの世話」は「どちらかといえば妻」と
「主に妻」を合わせた「妻（計）」の割合が5
割を超えていた。
今後も、男女共同参画の意識啓発を行うととも
に、男性にも家事・育児への参画を促す必要が
ある。
（健康増進課）
父親の就業形態により、育児参加ができにくい
現状があります。
そのため、父親の協力体制が十分ではなく、仕
事・家事・育児の負担感を抱えている母親は依
然として多い現状です。

生涯学習課
健康増進課
市民協働推進課

59 子育てサポーターの養成・配置

女性の社会進出や核家族化、少子化が進展している今
日、身近に子育ての相談相手が少ないことから、不安
や負担を感じる親が増えています。このような親たち
に対し、子育ての相談や情報提供の充実を図るため、
子育て中の身近な相談相手として子育てサポーターと
なる人材の発掘と養成を進めています。

・子育てサポーター養成講座の実施 養成講座開催　　　２回
サポーター認定　２０名

Ｄ

現在、ファミリーサポートセンターのサポート
会員になるための研修を実施しており、それを
受講すると子育てサポーターとしても認定され
るという形で実施している。

子育てサポーターとして活動の場がないため、
今後は子育てサポーターを廃止し、ファミリー
サポートセンターのサポート会員用講座として
実施したい。 保育課

60 中高生の乳幼児ふれあい体験

中高生が赤ちゃんとふれあい、関わることは、他者に
関する関心、共感能力を高め、赤ちゃんに対する愛着
の感情を醸成することができます。
現在、ボランティアサマースクールの一環として、毎
年夏休み期間中に実施しています。

・社会福祉協議会主催のサマーボラン
ティアへの協力

公立保育園受入実績
中学生　４０人、高校生　４１人

Ａ

異年齢の交流が、子どもたちの成長につながっ
ている。

要望があれば継続実施

保育課

61 確かな学力の向上

子どもが社会の変化の中で主体的に生きていくことが
できるよう、知識・技能はもとより学ぶ意欲、思考
力、表現力、問題解決能力等まで含めた確かな学力を
身に付けさせることが重要です。そのため、子ども、
学校及び地域の実態を踏まえて創意工夫し、子ども一
人ひとりに応じたきめ細かな指導の充実や外部人材の
協力による学校の活性化等の取り組みを推進していま
す。また、豊かな国際性と国際的に通用するコミュニ
ケーション力を身に付けた児童生徒の育成を目指し、
英語教育を推進しています。

・なすしおばら学び創造プロジェクトの
実施

・なすしおばら学び創造プロジェクトの実施
（小学校４校、中学校３校）
・学習指導主任研修会の開催
・ステップアップドリルの作成・実施
・授業力向上委員による模範授業・学び創造プ
ロジェクトへの参加 学校訪問の実施（小学校
５校、中学校３校）
・学習指導主任研修会の開催
・つまずき発見テスト・ステップアップドリル
の作成・実施
・授業力向上委員による模範授業・学校訪問の
実施

Ａ

成果 教職員の授業観の変化、指導方法の工夫
改善が見られた。

４年間で、すべての小・中学校で、プロジェク
トを実施予定

学校教育課

62 豊かな心の育成

豊かな心を育むため、指導方法や指導体制の工夫改善
等を進め、子どもの心に響く道徳教育の充実を図ると
ともに、地域と学校との連携・協力による多様な体験
活動を推進する等の取り組みを行っています。また、
いじめ、少年非行等の問題行動や不登校に対応するた
めに、専門的な相談体制の強化、学校、家庭、地域及
び関係機関との連携を図っています。

・社会体験活動（マイ・チャレンジ）の
実施

・社会体験活動（マイ・チャレンジ）の実施
（補助金交付による支援）
・道徳の授業時数確保の指導
・道徳の授業の実践についてのライブラリー化

Ａ

・各中学校では、生徒が働くことの楽しさや価
値を見いだしこれからの生活に生かしていく力
を育成する要の活動として、社会体験活動を位
置付けた指導・活動計画を作成し、実践してい
る。
・道徳の授業についての指導方法等の工夫改善
が見られた。

・引き続き、道徳的な実践力を養っていく必要
がある。
・地域等とさらなる連携をする視点を既存の指
導・活動計画に組み入れる必要がある。

学校教育課

No

課題・今後の取組No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

（２）子どもの生きる力の育成に向けた学校教育環境等の整備

担当課

担当課

事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

基本方針５　教育環境の整備
（１）次代の親の育成

具体的な施策

具体的な施策

課題・今後の取組評価H２７年度実績 成果

評価H２７年度実績 成果
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63 健やかな体の育成

子どもの体力が低下傾向にあり、生活習慣の乱れや肥
満の増加等の現代的課題が指摘されている現状を踏ま
え、子どもが生涯にわたって積極的にスポーツに楽し
む習慣、意欲及び能力を育成するため、優れた指導者
の育成及び確保、指導方法の工夫及び改善等を図り、
体育の授業を充実させています。また、子どもが自主
的に様々なスポーツに親しむことができる運動部活動
についても、外部指導者の活用や地域との連携の推進
により改善し、充実させる等、学校におけるスポーツ
環境の充実を図っています。
また、子どもの生涯にわたる心身の健康の保持増進に
必要な知識や適切な生活習慣等を身に付けさせるため
の健康教育を推進しています。

・体力テストの集計による市の平均値の
算出
・体力向上計画の策定と評価・検証
・体育主任研修会による体力向上に向け
た取組の研修

体育主任研修会、養護教諭研修会の実施

Ａ

成果 ・体力向上計画について、各校の課題を
もとに小中連携で学区の特徴を洗い出すまでに
広がってきた。

・小学校低学年の体力が低い傾向から、幼保小
の連携の中で課題の共有と解決策について共通
理解の下取り組んでいきたい。
・体力向上とともに保健教育に関しても意識付
けが必要である。

学校教育課

64 信頼される学校づくり

学校教育がその機能を十分果たすためには、学校が保
護者や地域社会に信頼されるのはもちろんのこと、何
よりもその学校に在学する児童生徒に信頼されなけれ
ばなりません。そのためには、児童生徒の実態や要
望、保護者や教師の願いなどに基づき、各学校が何を
重点的に取り組むのかを明確にし、学校組織としての
取り組みや家庭・地域とも協働して取り組んでいく必
要があります。
このため、学校評議員制度の活用等により、地域及び
家庭と学校との連携・協力や、学校評価の充実を図っ
ています。

・学校評議員を委嘱し、意見を聴取し学
校経営の参考とする。
・外部アンケートを基にした学校の内部
評価と学校関係者評価を実施する。

・学校評議員会の開催（１校あたり年１～３
回）
・学校評価の実施

Ａ

・学校評議員の意見を学校経営に反映すること
ができた。
・学校評価の結果を、学校経営の参考とするこ
とができた。

引き続き事業を実施していく。

学校教育課

65 小学校と連携した幼児教育の充実

幼稚園や保育園の就学前の教育と小学校教育の連携を
図ることにより、連続した教育活動の中で子どもたち
のより良い成長を支援することができるようになりま
す。
現在、本市では、小学校の行事や授業参観に園児や保
育者が参加したり、幼稚園、保育園の保育者と小学校
教諭による話し合いの会を開催するなど、幼稚園、保
育園及び学校が地域的な交流を進めています。

（学校教育課）
・幼稚園、保育園、小学校との連携推進
・教職員の相互理解
・教育、保育の質の向上
（保育課）
・幼保小連絡協議会による活動
・栃木県幼児教育総合センター主催の幼
保小連携事業への協力

・幼保小相互職場体験研修の実施（６名）
・幼保小に係る講演会、公開保育等の各種研修
会の実施
・発達支援リレーシートの活用

Ａ

（学校教育課）
職場体験交流等により、幼保と小学校での指導
内容の確認や連携に関する意識向上が見られ
た。
（保育課）
幼保小連携事業により、相互に教諭が職場体験
をし、子どもの成長を知る機会となっている。

（学校教育課）
・教育支援関係の児童については、保護者の希
望で発達支援リレーシートを用いた引継ぎを
行っているが、該当する保護者全員がリレー
シートを活用している訳ではなく、児童の情報
がうまく引き継がれない場合もある。
・発達支援システムへのスムーズな移行ができ
るかが課題である。
（保育課）
・引き続き実施

学校教育課
保育課

66 幼児教育の充実

幼児教育の充実のため、幼児教育についての情報提供
を進め、幼児期の成長の様子や大人の関わり方につい
て保護者や地域住民等の理解を深めることが必要で
す。
栃木県においては、幼児教育のさらなる充実と振興を
図るため、２１世紀の本県教育の指針となる「とちぎ
教育振興ビション」が策定されています。

・私立幼稚園就園奨励費事業 就園奨励費実績
対象園児：１，２２３人
補助額：１４６，７４３，３００円

Ａ

幼児教育の普及が図られた。 継続実施

保育課

67 家庭教育の支援

家庭教育は、すべての教育の出発点であり、子どもの
成長や人格形成に大きく関わるものです。家庭教育
は、親の責任のもと、日常生活の中で無意識的・意図
的に行われる教育活動です。そのため、親の資質・教
育力の向上が求められます。家庭教育の充実は、次代
を担う子どもたちの健全育成を図る上で欠かすことの
できないものです。それを踏まえ、本市では、より多
くの親への家庭教育支援を目指して、あらゆる機会を
とらえて、家庭教育に関する学習の機会の提供を行っ
ています。
現在、本市では、幼稚園、保育園、小・中学校、教育
委員会、公民館などが主催する各種家庭教育講座を実
施しています。

（生涯学習課）
・生涯学習出前講座（行政編）において
家庭教育に関する出前講座を行ってい
る。また、各公民館での家庭教育に関す
る事業や関係機関と連携して幅広い場面
での家庭教育事業を展開する。
（保育課）
・公民館の家庭教育講座との連携

（生涯学習課）
教育講演会実施　５７５人参加
子育てセミナー実施　１４７人参加
母親学級（健康増進課実施）時の親学習
就学時健康診断時の親学習　市内小学校１６校
出前講座　計８回　延べ３３６人
（保育課）
家庭教育講座実施園　２園 Ａ

（生涯学習課）
小学校からの家庭教育に関する出前講座の依頼
件数が増加し、より多くの親に学習の場を提供
することができた。
（保育課）
保育園保護者に対して、公民館事業の一環で家
庭教育講座が実施され、家庭における子育て支
援となっている。

（生涯学習課）
子どもの発達段階における家庭教育に関する学
習機会の提供に努め、より多くの市民が参加で
きる機会を増やすことが課題である。
（保育課）
公民館との連携事業であるが、引き続き実施す
る。

生涯学習課
保育課

68
家庭教育オピニオンリーダーの育
成

子育て支援ボランティアとして、家庭教育オピニオン
リーダーが地域活動を展開しています。これは、子育
ての先輩として、家庭教育の指導者として、県主催の
指導者育成研修を受けた人たちが組織しているボラン
ティア団体です。自主的に、あるいは教育委員会と連
携しながら、学校・公民館等の家庭教育講座、サロン
活動や就学時健康診断において子どものしつけや教
育、家族のあり方、悩みごとなどの家庭に関する相談
にのったり、親同士の話し合いにより、自分の子育て
を振り返り、気付いたりできる場を設け子育てをサ
ポートしています。

・就学時健康診断での親学習、生涯学習
出前講座（行政編）における家庭教育に
関する講座、母親学級において積極的に
活用する。

市内オピニオンリーダー登録者　３３名
養成研修受講者　３名（市推薦３名）

Ｂ

成果 母親学級や就学時健康診断での親学習、
生涯学習出前講座（行政編）の家庭教育に関す
る講座において、子育ての先輩として参加して
いただいており、不安が解消された等の意見を
いただいている。

家庭教育オピニオンリーダーの養成講座および
新規登録者が増加し、徐々に世代交代が図られ
つつある。しかし、会員が高齢化しつつあるた
め、今後も新登録者の発掘を継続していく必要
がある。
また、家庭教育オピニオンリーダーの活動自体
の知名度が低いことも課題であるため、積極的
に活用していきたい。

生涯学習課

69 環境浄化活動

子どもの健全な成長は市民の願いですが、最近の子ど
もを取り巻く環境には様々な有害なものがあり、青少
年健全育成のため、啓発運動や子どもに有害な環境を
浄化する活動の推進が必要となります。
一般書店やコンビニエンスストア等で、性や暴力等に
関する過激な情報を内容とする図書等が販売され、街
中には、看板等による有害情報があふれており、子ど
もに対する悪影響が懸念されるため、関係機関・団体
やボランティア等の地域住民と連携・協力して関係業
界に対する自主的措置を働きかけ、地域社会における
浄化活動を推進しています。

・街頭指導活動の実施
・立入調査の実施

街頭指導活動　３９４回
有害自動販売機　９台廃止

Ａ

・少年指導相談員及び少年指導員の巡回街頭指
導や立入調査について、地域において認知度が
高くなってきている。
・設置者及び管理者との情報交換を行い、有害
自動販売機９台分の廃止届をすみやかに県に提
出できた。

・巡回指導での対応にも限界があるため、効果
的な啓発活動を検討する必要がある。
・地域住民と連携を強化し、環境浄化活動を推
進する。

生涯学習課

具体的な施策

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 課題・今後の取組

No 事　　　業　　　名

担当課

担当課事　　業　　概　　要

（３）家庭や地域の教育力の向上

（４）子どもを取り巻く有害環境対策の推進

評価

評価H２７年度実績具体的な施策

課題・今後の取組

成果

成果H２７年度実績
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70 歩道の整備

子どもや子育て家庭が安心して移動できるようにす
る。
歩道の段差などがベビーカーや自転車の通行の妨げに
なることが多いため、歩道のバイアフリー化に向けた
取り組みを推進しています。

・通学路安全プログラムに沿った事業の
推進
・国庫補助、交付金事業による整備推進
・市単独道路整備事業による整備推進

道路改良工事に伴う歩道整備
４路線　Ｌ＝１，０７０ｍ

Ｂ

通学児童など歩行者の安全対策が図られた 学校や地域からの要望に基づき策定されている
「通学路安全対策プログラム」に沿った事業を
するためには財源の確保が重要であるため、国
の補助事業を積極的に活用した事業を実施す
る。

道路課

71 人にやさしいまちづくり

栃木県においては、すべての県民があらゆる施設を円
滑に利用できるよう、平成１２年１０月に「栃木県ひ
とにやさしいまちづくり条例」が制定され、本市にお
いても、公共施設等を快適に過ごせるようバイアフ
リーのまちづくり推進に努めています。さらに、高齢
者や障害者を含むすべての人が、安全で快適な暮らし
ができる生活環境を整備するため、民間の公共的建築
物の新築等を行う場合に「栃木県ひとにやさしいまち
づくり条例」の基準を遵守したバイアフリー化の実施
指導を行い、地域の活性化及びひとにやさしいまちづ
くりを推進しています。

・条例に基づき、届出が行われている対
象物件に対し、当該物件が条例の規定に
適合しているか審査を行っています。

届出件数１４件（適合０件）

Ｂ

全項目適合の件数は０件であったが、事業主の
対応可能な部分・範囲を条例の規定に適合する
よう指導しており、ひとにやさしいまちづくり
を推進出来ていると評価します。

・建築物の用途、規模によってはすべての規定
を適合させることは難しい状況にあります。
・今後も継続して実施します。

建築指導課

72 子育てに優しい公共施設の整備推
進

公共施設等において、ベビーベッド、ベビーチェア、
ゆったりした化粧室、授乳室の設置など、子育て世帯
が安心して利用できる公共施設の整備を推進していま
す。

・左記内容を実施 左記内容を実施

Ｂ

家庭を築き、安心して子ども産み育てることが
でき、子どもが健やかに成長できるまちづくり
が進む。

各担当課において、継続して実施。

各担当課

73 交通安全教育の推進

現在、本市では、小学校、保育園、幼稚園等で交通安
全教育を実施しています。子どもたちが巻き込まれる
交通災害は、子どもたち側の不注意だけでなく、車を
運転する側の過失によるものも後を絶たない状況で
す。

・交通安全教室の開催 交通安全教室
開催件数　６３回
参加者数　６，６３８人

Ｃ

専門知識を持った講師による講話や、子どもに
親しみやすい紙芝居等にて、交通安全に関する
知識・正しい交通マナーの浸透を図り、さらに
道路の横断練習など実践指導を行うことで、子
どもや保護者の交通安全に対する意識の向上と
交通事故防止につながっています。

平成２７年内は、幸いにも市内で子どもの死亡
事故は発生していませんが、今後も交通安全教
育をとおして、交通安全意識啓発を行っていき
ます。 生活課

74 子どもたちの安全の確保

子どもを犯罪の被害から守るため、防犯ブザーの配布
を行っています。合わせてＧＰＳ機能付き携帯端末を
持つ児童が緊急時に警備員による駆け付けサービスを
利用できるよう、その初期導入費用などの一部に対し
て補助を行っています。
また、子どもが被害に遭うおそれがある場面を想定
し、その際における具体的対応方法や防犯ブザー、ホ
イッスル等防犯機器の活用方法等、緊急避難場所の利
用方法の指導に努めています。
また、平成２６年度に通学路交通安全対策プログラム
を策定し、関係機関と連携し、３年に１回市内全域の
通学路の安全点検を実施することにしました。

（学校教育課）
・那須塩原市通学路交通安全対策プログ
ラムの実施
（教育総務課）
・新１年生に対する防犯ブザーの配布

（学校教育課）
通学路危険箇所調査の実施
通学路安全推進会議の開催
対策箇所一覧表の作成及び公表
（教育総務課）
防犯ブザー保有率　１００％

Ａ

（学校教育課）
各関係機関において、危険箇所の状況や対策箇
所の進捗等、必要な情報を共有することができ
た。
（教育総務課）
被害に遭った子どもはいなかった。（対象６，
５１０名）

（学校教育課）
今後も取り組みを継続し、子どもたちの安全の
確保を図っていく。
（教育総務課）
・使用方法の指導はしているものの。いざとい
うとき、子供自身が操作をして、ブザーを鳴ら
すことができるのか。
・ブザーを鳴らしてもその音を聞いて、助けて
くれる人がいるのか。
・これらを検証し、少しでも有効な手段になる
ように努めていく。

教育総務課
学校教育課

75 「子どもを守る家」・「あんしん
家」の設置推進

現在、本市における各小学校区に多くの「子どもを守
る家」・「あんしん家」が、地域の協力をもとに設置
されており、子ども達が何かあった場合安心して駆け
込めるとともにステッカーが不審者に対して抑止力に
もなっています。
子どもたちが、学区や通学路のどこに、「子どもを守
る家」や「あんしん家」が設置されているかを知らせ
るため、各学校で安全マップを作成し、入学式などで
説明しています。

・「こどもを守る家」の周知
・新規設置協力者の募集

設置数　１，３３６件
利用状況調査の実施
看板のデザイン変更 設置数　１,４８１件

Ａ

・那須塩原警察署管内で統一されたデザインの
看板「こどもを守る家」が決定した。
・利用状況調査を実施し、最新情報を把握する
ことができた。

・「こどもを守る家」の周知を図るとともに、
設置協力者を増やすための方法を検討する。
・新デザインの看板「こどもを守る家」への交
換

生涯学習課

76 防犯ネットワークの構築

自治会や商店街、あるいはＮＰＯが、それぞれ地域の
実情に沿って、防犯活動に取り組んでいけるよう支援
しています。
犯罪のない安心・安全なまちづくりを進めていくため
に、それぞれの団体や地域の横の連携がさらに深まる
よう支援しています。

・自主防犯団体への必要物品購入経費補
助

自主防犯団体数　７７団体

Ｃ

経費補助を行い、団体の防犯活動への支援につ
ながっています。

構成員の高齢化など、状況の変化により活動の
継続が難しくなっている団体が見られます。指
導者等育成のための研修会等の学習機会を提供
し、人材育成や活動の活性化への支援を行いま
す。

生活課

77 防犯灯の整備の援助

防犯灯の設置は、道路を明るくして、住民に安心感を
与えたり、目撃を容易にしたり、犯人の心理に働きか
けて犯罪を防止する効果があります。自治会等と連携
しながら、必要な場所に防犯灯の整備を推進して、子
どもの安全確保と安心・安全なまちづくりに努めてい
ます。

・防犯灯設置事業 防犯灯の整備
設置数　２１８灯
維持数　８，６５９灯

Ａ

防犯灯には、夜間の道路周辺を明るくして、住
民に安心感を与え、犯罪を防止する効果があり
ます。必要な場所への防犯灯の整備を推進する
ことで、子どもの安全確保と安心・安全なまち
づくりにつながっています。

スケールメリットを理由に、新設設置は市が一
括して行い、自治会へ有償で譲渡することで進
めているが、一括発注するため、工事の遅れ、
発注内容の確認漏れ、東電申請での手続きの遅
れなど、管理団体の意向に沿えないケースがあ
ります。また、自治会等が独自に設置するより
工事費用が多額になる場合があるなどのデメ
リットが生じているため、実施制度の見直しを
行います。

生活課

78 《新規》学校教育における学力の
保障

学校教育においては、家庭環境に左右されず、子ども
の学力が保障されなければなりません。

・義務教育においては、家庭環境に限ら
ず、すべての児童生徒に対して学力を保
障しなければならないため、学力が一定
水準に満たない児童生徒に対し、学力を
向上させる取組みを推進する。

学力が上がらない児童生徒に対しては、昼休み
や放課後の時間を利用した補習的な取り組み等
を各学校で実施している。
また、日々の授業において指導方法の工夫・改
善に努めている。

Ｂ

学習意欲を向上させ、学力を上げる取組みが各
学校に普及してきている。

今後も取組みを継続し、児童生徒の学習意欲の
向上を図っていく。
そのため、各学校の指導体制の充実を図る必要
がある。

学校教育課

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

（１）安心して外出できる環境の整備

担当課

（2）子どもたちの安全の確保

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要 課題・今後の取組 担当課評価H２７年度実績 成果

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

（１）教育の支援
基本方針７　子どもの貧困対策の推進

基本方針６　子育てにやさしい生活環境の整備

評価

評価具体的な施策

具体的な施策

具体的な施策

課題・今後の取組

課題・今後の取組 担当課

成果H２７年度実績

成果H２７年度実績
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79 《新規》福祉部門と教育委員会の
連携強化

子どもの貧困対策については、早期の段階で生活支援
や福祉制度につなげることが重要となってきます。

・スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ
ｒ）の配置

平成２７年６月からＳＳＷｒを配置し、学校か
らの依頼により、経済的に困窮している家庭に
ついて保護者とＳＳＷｒが面談し、必要に応じ
て福祉部門と連携しながら支援に当たった。

Ａ

ＳＳＷｒが介入し環境整備を行うことで、不登
校の児童生徒が登校できるようになったり、高
校へ進学できるようになったりするケースがあ
るなど、さまざまな方法で家庭・子供を支援す
ることができた。

今後も子ども・子育て総合センター、福祉部門
と連携しながら取り組みを継続していく。

子育て支援課
学校教育課

80 地域における学習支援

生活困窮家庭の子どもの学力向上を図るために、放課
後や休日における学習支援に努めます。そのために
は、地域による学習支援等の一層の促進・充実を図り
ます。

（社会福祉課）
・生活保護、準要保護世帯の中学生が対
象。
・市内１０か所の公民館で週２回、２時
間の学習時間の確保。
・概ね生徒３名に対し１名の学習支援
員。
（子育て支援課）
・ＮＰＯ法人に委託し、市内1か所で実
施
・養育放棄（ネグレクト）等の状況にあ
る要支援児童に対し、支援の
ひとつとして宿題等の学習支援を行う

（社会福祉課）
・申込９７名
・中学３年生は全員進学
（子育て支援課）
実施箇所数　１箇所
利用人数　１０人（小学生７人、中学生３人）

Ａ

（社会福祉課）
生活困窮者の世帯では自宅で学習時間を確保す
ることが困難な場合が多く見受けられる。この
ため、週２回の学習時間を確保することによ
り、成績・学習意欲の向上や学習習慣、受験対
策に一定の成果があった。
（子育て支援課）
育児放棄（ネグレクト）等の状況にある要支援
児童が、放課後及び長
期休暇中に利用することにより、徐々に学習す
る習慣が身につき、学
校生活においての自信にもつながっている。

（社会福祉課）
・Ｈ２７年度の取り組みを継続していく。
・Ｈ２８年度途中から一部委託により実施して
く予定である。
（子育て支援課）
引き続き、要支援児童の学習する習慣が身につ
いていくよう、支援を
行っていく。

子育て支援課
保育課
社会福祉課

81 就学援助

経済的理由により、学就困難と認められる児童・生徒
及び特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者に対
し、学用品費等を支給し援助を行っています。

・給食費、学用品費、新入学用品費、校
外活動費、修学旅行費、医療費を支給。

認定件数：８４４件（小学校：４９２件、中学
校：３５２件）

Ａ

成果 経済的理由による就学環境の悪化で、不
登校となる児童生徒や、学習意欲が損なわれる
児童生徒の未然防止に成果があった。

今後も取り組みを継続し、就学困難な児童生徒
の就学意欲の向上を図っていく。

学校教育課

82 奨学金貸与事業

能力があるにもかかわらず、経済的理由により、高
校、大学に修学することが困難な者に対し学資を貸し
付け、広く人材を育成するための事業です。

事業の見直しを実施
・給付型奨学資金を新設（貸与型との併
用可）
・貸与型奨学資金の所得制限を緩和
・貸与額の増額
・他の奨学資金と併用可
・返還期間の延長
・海外の大学・短期大学も対象
○募集期間　平成２７年１１月２４日～
平成２８年１月８日
○募集内容
＜給付（国内）＞
・給付金額：20万円　・募集：若干名
＜給付（海外）＞
・給付金額：20万円　・募集：若干名
＜貸与（国内）＞
・貸与金額：1.8万円、3万円、5万円
・募集：20名程度
＜貸与（海外）＞
・貸与金額：3万円、5万円　・募集：若
干名

○給付
　・応募１６名
　・決定９名（大8、短1）
○貸与（国内）
　・応募３２名
　・決定２３名（高2、大16、短1、専4）
○貸与（海外）
　・応募１名
　・決定１名（大1）

Ａ

　平成２７年度に制度を大幅に改正し、給付型
の導入や貸与額の増額を行った。
　制度改正の結果、平成２６年度実績と比較し
応募者が大幅に増加した。
　なお、給付型の海外留学について、募集の時
期が多くの海外留学の時期と合致しなかったこ
ともあり、応募が無かった。

　平成２７年度のペースで貸与をすると、数年
後には基金が底をついてしまう。原資の確保が
必要
　海外留学の募集の時期について見直すことが
必要

教育総務課

83 ひとり親家庭の自立支援

母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭の自立
支援に向けた様々な相談を行っています。さらに、自
立に向けては、ハローワークや社会福祉協議会等の関
係機関と連携をとりながら支援にあたっています。

・生活困窮者自立相談支援事業（調整会
議への参加）

母子父子自立支援員からの自立支援計画策定依
頼者数　２人

Ｂ

平成２７年度に生活困窮者自立支援法が施行さ
れたことに伴い、社会福祉協議会が窓口となり
生活困窮者自立相談支援事業を行っている。社
会福祉協議会が事務局となり、母子父子自立支
援員を含めた関係機関と生活困窮者自立相談支
援事業支援調整会議を行った。各関係機関と共
同して支援対象者の自立支援計画の策定を行う
ことにより、効果的な支援を策定することがで
きた。

生活困窮者自立相談支援事業は平成２７年度か
ら始まった事業のため、より効果的な支援計画
の策定や方法を模索する必要がある。また、手
厚い支援を行うには母子父子自立支援員の増員
が必要。 子育て支援課

社会福祉課

84 貧困家庭に対する保育の確保

保育所に入所する児童を選考する場合においては、生
活保護受給者及びひとり親家庭を保育所の入所の必要
性が高いものとして、優先的に入所できるよう配慮し
ています。
また、子育てと就労の両立を図るために、延長保育、
一時保育（一時預かり）、休日保育、ファミリーサ
ポートセンター事業といった子育て支援サービスを提
供しています。

・各種利用料金の減免規定の設定 保育料減免規定有
・延長保育、一時預かり、病後児保育

Ａ

特別保育に関する保育料については、減免規定
により実施し、経済的負担の軽減を行ている。

ファミリーサポートセンター利用料減免等につ
いては、今後検討。

保育課

85
那須塩原市母子寡婦福祉連携会
（ひとり親の交流促進事業）

ひとり親家庭や寡婦家庭等、同じ境遇の人が交流し、
親睦を深め、生活の向上を図るための活動を行ってい
ます。また、ひとり親家庭の学習支援の事業も行って
います。

・母子父子自立支援員による相談業務
・那須塩原市ひとり親家庭福祉連合会主
催行事への母子父子自立支援員の派遣
・那須塩原市母子寡婦福祉連合会事業の
周知

那須塩原市ひとり親家庭福祉連合会会員数
（H27.4.1現在）　９９人

Ａ

母子父子自立支援員は相談内容によって、那須
塩原市ひとり親家庭福祉連合会への入会の案内
を行っている。また、ひとり親家庭福祉連合会
主催の行事に相談員が参加し、ひとり親の相
談、支援案内等を行い、ひとり親家庭の状況把
握に努め、支援を行うことができた。

那須塩原市母子寡婦福祉連合会は社会福祉協議
会が事務局となって運営している団体ではある
が、引き続き市としても連合会加入案内・ＰＲ
に努める。

子育て支援課
社会福祉課

86 住宅支援

ひとり親家庭を対象とした母子・父子・寡婦福祉資金
貸付金のメニューにある住宅資金（住居の建築等の建
築に必要な資金）や転宅資金（住居の転居に必要な資
金）の貸し付けを通じてひとり親家庭の住宅支援を
行っています。また、生活困窮者においては住宅支援
給付金を給付し、住宅支援を行っています。
ひとり親家庭には、県営住宅や市営住宅の入居者選考
における優遇制度が設けられています。

・母子父子寡婦福祉資金貸付事業
・社会福祉課、社会福祉協議会との連携

住宅資金貸付決定者数　０人
転宅資金貸付決定者数　０人

Ｂ

住宅資金、転宅資金については、母子父子自立
支援員が相談を受け付けている。相談内容に
よって、社会福祉課の事業である住宅確保給付
金や都市整備課の市営住宅などの案内を行い、
各担当課と連携を図り、ひとり親家庭の支援を
行うことができた。

住宅資金や転宅資金の貸付相談はあるが、申請
の時期が遅いなど、貸し付けの要件を満たない
場合がある。貸付制度の周知を強化する必要が
ある。

子育て支援課
社会福祉課

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

（２）生活の支援

評価具体的な施策 担当課課題・今後の取組成果H２７年度実績
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87 ひとり親家庭等の就労支援

ひとり親家庭の父または母の自立を促進するため、ハ
ローワークなどと連携して、求職活動の相談や就職セ
ミナーの斡旋などの就労支援を行っています。(再掲)
また、児童扶養手当受給者に対しては、ここの実態に
応じた就労支援プログラムを策定することで、就労を
軸とした自立支援を図っています。

・母子父子自立支援プログラム策定事業
の実施

・母子父子自立支援プログラム策定事業就労支
援者数　２１人

Ｂ

母子父子自立支援プログラム策定事業申込者の
中からハローワークと連携して、21名の就労支
援を行った。

児童扶養手当現況届受付会場等で、母子父子自
立支援プログラム策定事業の申込受付や就労支
援に関する事業の制度案内を行うなど、効果的
な周知方法を模索しながら周知の徹底を図る。 子育て支援課

88 親の学び直しの支援

ひとり親家庭の父または母を対象とした自立支援教育
訓練給付金事業を実施しています。
雇用保険の教育訓練給付の受給資格を有しないものを
対象に、特定の教育訓練を受講し、終了した場合、経
費の２０％が支給される自立支援教育訓練給付金事業
を実施しています。
また、看護師や介護福祉士等特定の資格を取得するた
めに、２年以上養成機関で就業する場合、就業期間の
負担の軽減を図るため促進費や一時金が支給される高
等技能訓練促進費等事業を実施しています。

・ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
事業の実施
・ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
等事業の実施

・自立支援教育訓練給付金新規申請者数　０人
・高等職業訓練促進給付金新規申請者数　４人

Ｂ

高等職業訓練促進給付金事業については、２名
が養成機関の修業を終え、取得した資格を生か
して就労することができ、自立につながった。

給付金事業制度の周知の徹底。

子育て支援課

89 児童扶養手当の制度改正

児童扶養手当は、父母の離婚等で、父または母と生計
を同じくしていない子どもが育成されている家庭（ひ
とり親家庭）の生活の安定と自立の促進に寄与し、子
どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給され
る手当です。
平成２２年８月には、支給対象が父子家庭にも広がり
ました。さらに平成２６年１２月には、児童扶養手当
と公的年金の併給調整(公的年金を受給している場合で
も、その額が児童扶養手当額に満たない場合その差額
を支給)が行われました。

・ひとり親家庭の保護者に対して児童扶
養手当を支給する。

受給資格者　　１，２６１人
支給額　　　　５４５，７４９，０３０円

Ｂ

児童扶養手当の支給は、ひとり親家庭の生活の
安定に寄与しており、子どもの福祉の増進につ
ながっている。

今後も取組を継続する。

子育て支援課

90 福祉資金の貸付制度の活用

県の資金貸付制度として、ひとり親家庭の生活の安定
とその児童の福祉の向上を図るための、母子・父子・
寡婦福祉資金があります。事業、就学・修学、技能習
得、就業、就職、医療介護、生活、住居など関わる資
金の貸し付けができます。平成２６年１０月から、父
子家庭も貸付の対象となりました。
また、市社会福祉協議会の資金貸付制度として、他の
資金から借入れが困難な低所得者、障害者、高齢者を
対象とした生活福祉資金があります。世帯の経済的自
立と在宅福祉の促進を図り、安定した生活を送ること
を目的に、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金と
いった種類の貸付金があります。
母子・父子自立支援員が相談を受け、貸付金制度を利
用し、ひとり親家庭や低所得者の支援に努めていま
す。

・母子父子寡婦福祉資金貸付事業の実施
・母子父子寡婦福祉資金貸付事業制度の
周知

福祉資金貸付決定者件数　２５件

Ｂ

母子父子自立支援員が相談を受け、必要とする
人に貸付金制度の案内・申請受付を行った。ひ
とり親家庭に貸付を行うことにより、生活の安
定を図ることができた。

貸付金制度の周知の徹底

子育て支援課

91 養育費の確保に関する支援

両親の離婚後、養育費の支払いが適切に行われること
は、親としての経済的責任を果たすだけでなく、子ど
もの福祉の観点からも望ましいことです。
養育費の相談は、婦人相談員が離婚相談の中で対応し
ています。

・母子父子自立支援員兼婦人相談員の養
育費に関する研修への参加
・離婚相談者への養育費に関する情報提
供

・婦人相談員の養育費に関する研修参加回数
３回
・離婚相談件数　１０件（４０回）

Ｂ

養育費に関する研修に積極的に参加し、相談員
の資質向上につながった。離婚相談者へ養育費
に関する情報提供を行い、支援につながった。

相談者のみへの情報提供だけではなく、養育費
相談支援センターが作成した養育費に関するパ
ンフレットを離婚届取扱い窓口にて配布を行
い、制度について広く周知する。

子育て支援課

評価

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

（３）保護者に対する就労の支援

No 事　　　業　　　名 事　　業　　概　　要

（４）経済的支援

評価具体的な施策

具体的な施策

担当課課題・今後の取組

成果H２７年度実績 担当課課題・今後の取組

成果H２７年度実績
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